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2 . 3  海域の現況 1  

旧基本計画は、平成 25 年から開始し、令和３年度で終期を迎えた。その９年間で実施2 

さ れ た 赤 土 等 流 出防止 対 策 の 効 果 を 把 握す る た め 、 海 域 調査 を 含 む 種 々 の 調 査を 実施3 

しており、最終評価ではそれらの調査結果を基に計画の達成状況等を評価した。 4  

ここでは旧基本計画最終評価結果に基づき、海域の現況を述べる。 5  

 6  

2 . 3 . 1  海域モニ タリ ング調査の概要 7  

( 1 )  調査実施地域 8  

沖縄県全体か ら 76 地域を監視地域とし 、さらに監視地域の中から赤土等堆積状況9 

や農地面積などを基準に 22 地域を選定し、重点監視地域として設定した。 10  

モニタリング調査は、監視地域は５年に１回、重点監視地域は毎年度実施した。 11  

注 ： 旧 基 本 計 画 に お け る 監 視 地 域 と は 、 海 域 に お け る 目 標 ( 環 境 保 全 目 標 ) と 陸 域 に お け る 目 標 ( 流 出 削12  
減 目 標 ) を 設 定 し た 上 で 、 赤 土 等 の 流 出 削 減 を 図 っ た 地 域 で あ り 、 旧 基 本 計 画 に お け る 重 点 監 視 地13  
域 と は 、 監 視 地 域 か ら 選 定 し 、 対 策 及 び モ ニ タ リ ン グ の さ ら な る 重 点 化 を 図 っ た 地 域 で あ る 。  14  

 1 5  

( 2 )  赤土等の堆積指標（SP SS）  16  

旧基本計画では、海域における赤土等の堆積状況は SPSS ( c on t en t  o f  S u s p ended  17  

P a r t i c l e s  i n  S e a  S ed imen t：海域底質中懸濁物質含有量)を指標とした。 18  

SPSS とは、海域の底質１m ³当たりに含まれる懸濁物質（赤土等）の量（kg/㎥）のこと19  

で 、 海 域 に お け る 赤 土等 の 堆 積 状 況 を 把 握す る こ と が で き る 。 堆積 指 標 （ SPSS ） は 、 懸20  

濁物質量か ら ９つの ラ ンク に分類す る こと が で き 、ラ ンク ６以上 （SP SS ： 50k g/㎥ ）は、明21  

らか に人為 的な赤 土等 の流出 に よる 汚 染が あ る と 判断 され る (SPSS の詳細 につい ては22  

p . 18～20 参照)。  23  

 2 4  

( 3 )  旧基本計画での目標設定(環境保全目標) 25  

旧 基 本 計 画 で は 、 赤 土 等 流 出 に よ る 影26  

響 を 受 け た 本 県 沿 岸 域 を 良 好 な 状 態 に 再27  

生することを目的として、県内における赤土28  

等 流 出 お よ び そ れ に 伴 う 環 境 へ の 影 響 等29  

の現状を 踏ま え 、監視 海域区分 ご と に 目指30  

す べ き 海 域 環 境 と し て 「 環 境 保 全 目 標 」 を31  

設定した。 32  

「 環 境 保 全 目 標 」 の 設 定 に あ た り 、 各 監33  

視海域における平成 23 年度時点の赤土等34  

堆積状況か ら、サ ンゴ場は４類型（AA、A、B、C 類型）に、海草藻場及び干潟は２類型35  

（A、B 類型）に生息場類型を 分類し (表 2-1 )、計画終期の令和３年度まで に各類型を36  

概ね１つ上の類型に改善することを目標とした。 37  

 3 8  

表 2-1  生息場類型(旧基本計画時) 
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( 4 )  調査項目 1  

主 な 調 査 項 目 は 、 赤 土 等 の 堆 積 指 標 (SPSS ) 測 定 の た め の 採 泥 で あ り 、 合 わ せ て 海2 

域生物生息状況も補足的に確認した。 3  

 4  

2 . 3 . 2  海域調査結果 5  

( 1 )  環境保全目標の達成状況 6  

監 視 海 域 ご と の 環 境 保 全 目 標 の 達 成 状 況 は 、 海 域 の 赤 土 等 堆 積 状 況 調 査 の 結 果7 

（堆積指標（SPSS））に基づき評価した。 8  

監視海域 76 海域のうち 57 海域（75%）で赤土等堆積状況が改善または改善傾向に9 

あり、このうち環境保全目標を達成した海域は 38 海域（50%）となっている(図 2-12 )。  10  

ま た 、 重 点 監 視 海 域 及 び 監 視 海 域 、 そ れ ぞ れ の 環 境 保 全 目 標 の 達 成 状 況 に つ い て11  

は以下のとおりである。 12  

①重点監視海域(22 海域)の環境保全目標達成状況 13  

→改善傾向が確認できた海域：16 海域（72％）、 14  

うち環境保全目標類型を達成した海域：５海域 15  

②監視海域（重点監視海域を除く 54 海域）の環境保全目標達成状況 16  

  →改善傾向が確認できた海域：41 海域（76％） 17  

うち環境保全目標類型を達成した海域：33 海域 18  

 1 9  

 2 0  

 2 1  

 2 2  

 2 3  

 2 4  

 2 5  

 2 6  

 2 7  

 2 8  

 2 9  

 3 0  

図 2-12  環境保全目標達成状況（旧基本計画最終評価時) 31  

 3 2  

 3 3  

各監視海域の環境保全目標の達成状況については、図 2-13～図 2-14 に示した。 34  

 3 5  

  3 6  
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図 2-13 監視海域における環境保全目標達成状況（旧基本計画最終評価時)（1/2）  37  
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図 2-14 監視海域における環境保全目標達成状況（旧基本計画最終評価時)（2/2）  37  
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( 2 )  生物相の改善状況 1  

海域調査で は、 赤土 等堆積状 況調査 に合 わ せ海域生 物調査も 行っ た こと か ら 、そ の2 

結果を用いて、監視海域における生物相の改善状況の評価を行った。 3  

生物生息状況は赤土等の堆積状況以外にも 影響され る こと か ら、本評価は補足的な4 

評価として位置づけ、各監視海域（重点監視海域を含む）における 生物の出現状況から5 

生物相ランクの改善状況を評価した。 6  

重点監視海域のう ち、生物相ランク が「改善」し た海域は３海域、生物相ランク に変化7 

はない が良好状態が維持され た「変化なし (良好状態)」が 12 海域で 、これ らは重点監8 

視海域の 68%を占めた(図 2-15 )。  9  

監視海域（重点監視海域を除く）では生物相ランクが「改善」した海域は９海域、生物相10  

ランクに変化はないが良好状態が維持された「変化なし(良好状態)」が 28 海域で、監視11  

海域（重点監視海域を除く）の 69%を占めた(図 2-15 )。  12  

 1 3  

 1 4  

 1 5  

 1 6  

 1 7  

 1 8  

 1 9  
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 2 1  
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 2 3  

 2 4  

 2 5  

 2 6  

 2 7  

注 ： 「 改 善 」 ： 生 物 相 が 改 善 し た 海 域  28  
「 変 化 な し ( 良 好 状 態 ) 」 ： 生 物 相 に 大 き な 変 化 は な い が 、 良 好 状 態 を 継 続 し て い る 海 域    29  
「 や や 悪 化 」 ： 生 物 相 は や や 悪 化 し て い る が 、 良 好 状 態 は 維 持 し て い る 海 域  30  
「 変 化 な し 」 ： 生 物 相 に 大 き な 変 化 は な い 海 域 。 良 好 も し く は 不 良 状 態 か に つ い て は 判 断 で き な い  31  
「 変 化 な し ( 不 良 状 態 ) 」 ： 生 物 相 に 大 き な 変 化 は な い が 、 不 良 状 態 を 継 続 し て い る 海 域    32  
「 不 良 」 ：  生 物 相 の 変 化 は 把 握 で き な い が 、 現 在 不 良 状 態 に あ る 海 域  33  
「 悪 化 」 ： 生 物 相 が 悪 化 し た 海 域  34  
「 評 価 不 可 」 ： 生 物 相 に よ る 評 価 が で き な い 海 域  35  

 3 6  

図 2-15  生物相の評価結果（旧基本計画最終評価時) 37  

 3 8  

 3 9  

各監視海域の生物状況の推移については図 2-16～図 2-17 に示した。 40  
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図 2-16 監視海域における生物状況の推移（旧基本計画最終評価時)（1/2）  37  
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図 2-17 監視海域における生物状況の推移（旧基本計画最終評価時)（2/2）  37  



 

 

- 28 - 

 

2 . 4  赤土等の流出状況 1  

2 . 4 . 1  全県からの流出削減状況 2  

令和３年度の流出源別推計流出量を表 2-2 に示す。 3  

令和３年度の県全域か らの赤土等年間流出量は 245 , 900 ｔと推計され、平成 23 年度4 

から令和３年度にかけて、52 ,400 ｔ（H23 年度比 17 .6％）削減した。主な流出源ごとの赤5 

土等年間流出量は、農地が 199 , 500 ｔ/年（H23 年度比 21 .8％減）、開発事業が 34 ,1006  

ｔ /年（H23 年度比 38 . 1％増）、米軍基地が 4,900 ｔ/年（H23 年度比 56 .6％減）、その他7 

森林等 7,400 ｔ/年（H23 年度比 2.8％増）と推計された。 8  

 9  

表 2-2  令和３年度の流出源別推計流出量 10  

平成23年度 平成28年度 令和3年度 平成23年度 平成28年度 令和3年度

     合　　　　　計 227,689 229,023 229,408 298,300 270,900 245,900

 農地（耕地） 38,200 37,820 37,500 255,100 226,400 199,500

 米軍基地 21,792 18,820 18,484 11,300 9,600 4,900

裸 地 23 20 6 8,000 6,800 2,100

そ の 他 21,769 18,800 18,478 3,300 2,800 2,800

 開発事業 1,197 1,233 1,308 24,700 27,500 34,100

公共事業 1,021 911 925 21,200 20,400 25,100

土 地 改 良 387 309 377 3,900 5,700 5,000

区 画 整 理 25 50 29 500 2,900 800

施 設 用 地 造 成 324 137 303 10,800 2,700 12,000

公 園 造 成 10 0 23 200 0 800

河 川 事 業 24 8 17 300 200 500

道 路 改 良 113 95 93 3,300 2,700 3,400

公 共 そ の 他 138 311 83 2,200 6,200 2,600

民間事業 176 322 383 3,500 7,100 9,000

リ ゾ ー ト 関 連 19 66 67 200 1,600 1,300

民 間 そ の 他 157 256 316 3,300 5,500 7,700

 森林その他 166,500 171,150 172,116 7,200 7,400 7,400

森 林 90,800 93,530 94,292 3,900 4,000 4,000

草 地 等 6,600 6,470 6,487 500 500 500

宅 地 15,200 15,900 16,320 600 700 700

道 路 11,000 11,600 11,675 500 500 500

水 面 ･ 河 川 ･ 水 路 2,700 3,400 3,244 0 0 0

そ の 他 40,200 40,250 40,098 1,700 1,700 1,700

面　積 年 間 流 出 量

（ha） （t/年） 区　　　　分

 1 1  

 1 2  
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また、県全域および各流出源別の流出量の推移を図 2-18、令和３年度の流出源別流1 

出割合を図 2-19 に示す。 2  

農地からの流出量は、平成 23 年度に比べる と約２割削減しており、開発事業からの流3 

出量は、沖縄県赤土等流出防止条例による規制により条例制定前(平成 5 年度)の約２割4 

以下まで削減していたが、平成 23 年度か ら令和３年度にかけては若干の増加に転じてい5 

る。 6  

農地からの流出量は、県全体の 81％を占め依然として高いが、これは土地利用に占め7 

る農地面積の割合が高いことが影響している。農地か らの単位流出量(１ha あたりの年間8 

流出量)は徐々に減少しており、これまで農業現場で推進されてき た対策の効果が現れて9 

いるものであるが、対策が不十分な農地からの赤土等流出は依然として確認されている。 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 2 2  
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図 2-18  流出源別推定流出量の推移(平成５年度～令和３年度)  24  

 2 5  

 2 6  

 2 7  

 2 8  

 2 9  

 3 0  

 3 1  

 3 2  

 3 3  

 3 4  

 3 5  

 3 6  

図 2-19  流出源別流出割合(令和３年度)  37  
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2 . 4 . 2  赤土等流出量の変化の要因 1  

主な流出源ごとに流出量の変化の要因を以下に整理した。 2  

( 1 )   農地 3  

平成 23 年度と令和３年度の農地からの年間流出量を比較すると、55 , 600 ｔ/年削減4 

し てい る と 推 計され た 。削減 要因は 、流 出防 止対策 によ る 効果 が 大 き く 、耕作 農地面積5 

の変化によるものも影響している。 6  

農地か らの赤 土等流 出対策と し て、土木的 対策（農地の勾配修 正 、沈砂池の整備等 ）7  

及び営農的対策（マ ルチ ング、グリーンベルトの設置等）が行わ れており、これ ら対策等8 

により年間流出量が 41 ,000 ｔ/年削減したと 推計された。 9  

一方、平成 23 年度から令和３年度に農地転用による減少及び耕作放棄地の増加に10  

より、耕作農地面積が約 2,700 ㏊減少したと 推計されており、この耕作農地面積の減少11  

による年間赤土等流出量は約 14 ,000 ｔ減少し ている。 12  

市町村に配置され ている 農業環境コ ーディネーターや NP O 等が、 農地における 営13  

農的対策を推進したことで、営農的対策の普及拡大が図られている。 14  

特 に 、 農 業環 境 コ ー ディ ネ ー タ ーを 配 置し 、地 域 と 協 働で 積 極的な 営 農 的対 策 が 進15  

め ら れ て い る 市 町 村 の 多 く で は 、 令 和 ３ 年 度 の 農 地 か ら の 単 位 流 出 量 （ １ ㏊ あ た り の 年16  

間流出量）が平成 23 年度と比較して削減しており、営農的な赤土等流出防止対策の効17  

果がうかがえた。 18  

※ 大 宜 味 村 、 東 村 、 今 帰 仁 村 、 本 部 町 、 恩 納 村 、 宜 野 座 村 、 糸 満 市 、 久 米 島 町 、 石19  

垣市、竹富町の 10 市町村において計 12 名の農業環境コーディネ ーターが活動してい20  

る（令和３年度時点）。 21  

 2 2  

( 2 )   開発事業 23  

開発事業からの年間流出量を平成 23 年度と令和３年度で比較すると、9 ,400 ｔ/年増24  

加していると 推計され た。開発事業では沖縄県赤土等流出防止条例の施行に伴い大幅25  

に赤 土等 の流 出削 減 が図 られ てき た が、 開 発事業 の環 境 の変 化 に伴 う 影響 （事 業面積26  

① や事業日数 ② の増加）や一部事業現場における赤土等流出防止対策の不足 ③ により流27  

出量が増加に転じていると考えられる。 28  

 2 9  

   ※各要因の根拠 30  

①事業面積の増加 31  

沖縄県 赤土 等流 出防 止条例 に 基づ く 事業 行為届 出書 ・ 通知 書の 件数 は、 平成32  

23 年度は 1,1 62 件で 、令和２年度は 1,3 90 件と 228 件増加している。 33  

事 業 面 積 も 令 和 ２ 年 度で は 増 加 し て お り 、 当該 届 出 書 ・ 通 知 書 に 記載 さ れ た 事34  

業現場面積の合計が平成 23 年度は 1,1 97 ha で、令和２年度が 1,308ha であっ35  

た。  36  

 3 7  
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②事業日数の増加 1  

沖縄県赤土等流出防 止条例に基づく事業行 為届出書・通知書に記 載され た事2 

業行為の開始及び終了の予定年月日から算出した結果、平成 23 年度は１事業あ3 

たり 135 日で、令和２年度は 175 日であり、事業日数が平均 40 日（30％）増加し4 

ている。 5  

 6  

③不十分な赤土等流出防止対策 7  

令 和 ２ 年度 に 実施 し た赤 土 等流 出 実態 調査の 結 果 、 一部 の 事業現 場 に おい て、8 

事 業 行 為 届 出書 ・ 通 知書 に お い て 計 画し てい た 赤 土 等 流 出 防 止対策 は 実 施 さ れ9 

ているが、不十分な対策が確認された。 10  

 1 1  

( 3 )   米軍基地 12  

米軍基地からの年間赤土等流出量を平成 23 年度と令和３年度で比較すると、6 ,40013  

ｔ /年減少していると推計された。 14  

米軍基地内の裸地面積は減少していると推計されたが、一部地域では裸地状態の継15  

続や増加が確認されており、赤土等の流出源となっていることが危惧される。 16  

※米軍基地内の裸地面積 17  

  平成 23 年度：23 ㏊ ⇒ 令和３年度：６㏊（17 ㏊減）  18  

 1 9  

2 . 4 . 3  流出削減目標量の達成状況 20  

令和３年度の監視地域全体（重点監視海域を含む）の年間流出量は 141 , 17２ ｔ /年と21  

推計され、平成 23 年度と比較して年間流出量は 28 ,440 ｔ /年削減された。 22  

基本計画で設定された削減目標量（94 , 328 ｔ /年）に対する達成率は 30％であった。 23  

 2 4  

表 2-3   流出削減目標量の達成状況 25  

 2 6  

 2 7  

 2 8  

 2 9  

 3 0  

 3 1  

 3 2  

 3 3  

 3 4  

 3 5  

 3 6  

 3 7  

 3 8  
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2 . 5  旧基本計画の最終評価に示された課題 1  

旧基本計画に基づく対策等の推進により、特に、農地における グリーンベルトやマ ルチ2 

ング等の対策は、地域の協議会や NPO 等団体よる支援により確実に進展がみられ、その3 

結 果 、 多 く の 海 域 で は 赤 土 等 堆 積 状 況 の 改 善 が 確 認 さ れ 、 ま た 赤 土 等 堆 積 状 況 の 改 善4 

に伴い海域生物の生息状況に改善がみられ た海域も複数確認された。 5  

一 方 、 旧 基 本 計 画 の 最 終 年 度 （ 令 和 ３ 年 度 ） に お い て も 、 「 環 境 保 全 目 標 」 及 び 「 流 出6 

削減目標」を 達成し てい ない 監視地域があったこと か ら、今後さ らに 市町村や関係機関と 、7  

海域における赤土等堆積状況や陸域における 流出防止対策実施状況について情報共有8 

を行い、継続的な赤土等流出防止対策の推進による沿岸域の環境改善に取り組んでい く9 

必要がある。 10  

旧 基 本 計 画 の 期 間 中 に 解 決 で き な か っ た 課題 や 新 た に 抽 出 さ れ た 課 題 に 対 応 す る た11  

め、本計画では以下の対応が求められる。 12  

 1 3  

【課題１ 】農地からの流出量は確実に 削減してい るが、依然として全体の流出量の約８割14  

を占めてい る。 15  

【対応】 16  

 農 地 に お け る 赤 土 等 流 出 防 止 対 策 を 、 土 木 的 対 策 と 営 農 的 対 策 の 両 面 か ら 重 点17  

的に推進する必要がある。 18  

 勾 配 修 正 や 沈 砂 池 等 の 土 木 的 対 策 が 行 わ れ て い な い 農 地 で は 、 農 家 に よ る 営 農19  

的対策の実施だけで は、赤土等流出防止対策を 進め る こと が困難で ある こと か ら、20  

圃場の勾配修正や沈砂池等の土木的対策を進める必要がある。 21  

 営農的な赤土等流出 防止対策は、恒久的な 対策で ない こと か ら継 続的な実施や、22  

営農行為による裸地状況にあわせた対策の実施が必要で ある 。しか し、これら営農23  

的対策に 要する 費用 や労力の 負担が 大き く 、農家の みで 行う こと は困難で ある こと24  

から、引き続き市町村の赤土等流出防止対策地域協議会や NPO 団体等と協働で、25  

持続的かつ効果的な対策を行っていくことが求められる。 26  

 農地における営農的な赤土等流出防止対策の実施は、土壌保全や土づくりの圃場27  

管理等の営農行為につながる ことか ら、農家に対し ては、営農行為の一環とし て取28  

組を進めるよう働きかけを強化する必要がある。 29  

 3 0  

【 課 題 ２ 】 調 査 の 結 果 、 土 砂 の 堆 積 に よ り 流 出 防 止 効 果 が 低 下 し て い る と 思 わ れ る 沈 砂31  

池等が確認されてい る。 32  

【対応】 33  

 沈砂地等の維持管理が適切に行え る よう 、 浚渫等の維持管理マ ニ ュ アルの作成や34  

堆積土 の再利 用化 等 によ る コ ス ト軽減 など を 検討する と と も に、適 切な管理 が 確実35  

に実施されるような仕組み作りが必要である。 36  

 3 7  
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【 課 題 ３ 】 沖 縄 県 赤 土 等 流 出 防 止 条 例 施 行 後 、 開 発 事 業 か ら の 赤 土 等 流 出 量 は 大 幅 に1  

削減されたが、旧基本計画策定後、若干の増加傾向にあった。 2  

【対応】 3  

 引き続き定期的なパ トロールや指導を実施するととも に、施工業者の意識向上を図4 

る た め 講 習 会 な ど に お い て 不 適 切 事 例 な ど を 紹 介 す る な ど し 、 条 例 に 基 づ く 対 策5 

の徹底を求めていく。 6  

 7  

【課題４】海域の赤土等堆積状況と陸域の年間流出量との相関が低い地域があ る。 8  

【対応】 9  

 陸 域 に お け る 流 出 防 止 対 策 の 効 果 が 海 域 に お け る 赤 土 等 堆 積 の 改 善 に つ な が る10  

まで時間を要することから、引き続き調査を行う必要がある。 11  

 陸 域 に お い て 把握 で き て い ない 土 地 利 用や赤 土 等 流 出 防 止対 策の 実 施 状 況 、 赤12  

土 等 の 流 出 が あ る こ と も 考 え ら れ る こ と か ら 、 広 域 的 な 陸 域 に お け る 調 査 を 効 果 的13  

に行う必要がある。 14  

 各 種 流 出 源 か ら の 流 出 量 は 対 策 の 実 施 状 況 な ど の 調 査 結 果 を 元 に 算 出 し た 推 計15  

値であることから、より詳細に推計する必要がある。 16  

 1 7  

【 課 題 ５ 】 監 視 海 域 （ 重 点 監 視 海 域 除 く ） の 赤 土 等 堆 積 状 況 の 調 査 は 、 ５ 年 に 一 度 の 調18  

査 の た め 、 降 雨 や 気 象 条 件 の 変 動 か ら 海 域 の 堆 積 状 況 の 変 化 を 十 分 に 把 握19  

でき てい ない可能性があり 、課題の把握が遅れる可能性がある。 20  

【対応】 21  

 県全域 の沿岸域 の堆 積状況 の推移を 定期 的に把 握出来る 調査 を 実施する 必要が22  

ある。 23  

 2 4  

 2 5  

赤 土 等 流 出 問 題 は 、 本 県 の 土 壌 や 地 形 、 気 象 の 特 殊 性 に 起 因 す る 問 題 で あ り 、 開 発26  

事業及び農業活動を行う にあたり避けては通れ ない 課題で ある。各種流出防止対策の実27  

施により本県における 赤土等の流出量は確実に減少しているが、さらなる対策を講じ赤土28  

等の流出量を削減していく必要がある。 29  

当初、目標と し た沿岸 域の環境改善を 達成 する ため には 、既に 実 施され た対策を 継続30  

させ対策効果を維持させるとともに、新たに抽出された課題等に取り組み対策の強化を図31  

る 必要がある 。現在、 改善傾向にある 海域の 環境を 再び悪化させる こと なく確実に回復さ32  

せ、それを維持する取り組みが本計画では求められる。 33  

 3 4  

 3 5  

 3 6  

 3 7  


